
「店頭暗号資産証拠金取引約款」新旧対照表 

新 旧 

（定義） 

第 2条  

5 本約款において「損益評価額」とは、未決済建玉

に係る評価損益の額からロールオーバーによって発

生する第 9 項で定めるレバレッジ手数料を加減算し

た額をいいます。 

 

（2021年5月施行） 

 

（定義） 

第 2条  

5 本約款において「損益評価額」とは、未決済建玉

に係る評価損益の額からロールオーバーによって発

生する第 9 項で定めるレバレッジ手数料を控除した

額をいいます。 

 

（2021 年 4 月施行） 

 


